
畜産第２１６９号

平成30年３月29日

公益社団法人 北海道獣医師会長 様

北海道農政部生産振興局

畜産振興課家畜衛生担当課長

家畜に使用するコリスチン製剤（動物用医薬品）の第二次選択薬

への位置付けについて（通知）

このことについて、平成30年３月26日付け29消安第6703号にて農林水産省

消費･安全局畜水産安全管理課長より、平成30年４月１日からコリスチン製剤

が第二次選択薬に位置付けられることが、別添写しのとおり通知されました。

つきましては、通知内容について承知頂くとともに、下記について構成員

へ周知を願います。

なお、各（総合）振興局、各家畜保健衛生所、北海道農業共済組合連合会

に別途通知していることを申し添えます。

記

コリスチン製剤は次のように取り扱うこと。

１ 第一次選択薬が無効の症例に限り使用すること。

２ 定められた用法及び用量を厳守すること

３ 原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の期間の投

与にとどめること。

４ 用法に定められた期間以内の投与であっても、それを反復する投与は

避けること。

５ 投薬開始後３日以内に治療効果を確認し、効果がみられない場合には

獣医師の判断に基づき薬剤の変更等を行うこと。

６ 人用のフルオロキノロン

連絡先

家畜衛生グループ

主査(動物薬事・安全対策)

電話:011-231-4111 内線:6-210-27-785

E-mail：nobumoto.kiyoko@pref.hokkaido.lg.jp



   

                        ２９消安第６７０３号 

                        平成３０年３月２６日 

 

都道府県動物薬事主務部長 殿 

 

              農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長        

 

家畜に使用するコリスチン製剤（動物用医薬品）の第二次選択薬への 

位置付けについて（通知） 

 

  動物用医薬品として使用されているコリスチン（以下「コリスチン製剤」と

いう。）については、人の医療分野においても極めて重要な医薬品であり、慎重

使用を徹底し、薬剤耐性菌の出現防止に努めることが必要です。 

このため、「家畜に使用するコリスチン製剤（動物用医薬品）のリスク管理措

置について」（平成 29年９月 20日付け 29消安第 3385号農林水産省消費・安全

局畜水産安全管理課長通知）によりお知らせしたとおり、食品安全委員会の薬

剤耐性菌に関するリスク評価の結果を踏まえ、本年４月１日から、承認事項で

ある適応症が「第一次選択薬が無効の場合の細菌性下痢症」に変更され、第二

次選択薬に位置付けられます。 

都道府県におかれましては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律関係事務に係る技術的助言について」（平成 12年３月 31

日 12畜Ａ第 728号農林水産省畜産局長通知）第６の２（２）キ及び（３）ウに

基づき、獣医師及び店舗販売業者に対して、コリスチン製剤の慎重使用につい

て引き続き御指導いただきますようお願いします。 

また、貴管下関係者（獣医師、動物用医薬品販売業者、家畜の飼養者、畜産

関係団体等）に対し、下記について、別添リーフレットも活用しつつ周知いた

だくようお願いします。 

 

記 

 

コリスチン製剤は、次のように取り扱うこと。 

１ 第一次選択薬が無効の症例に限り使用すること。 

２ 定められた用法及び用量を厳守すること。 

３ 原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与にと

どめること。 

４ 用法に定められた期間以内の投与であっても、それを反復する投与は避ける

こと。 

５ 投薬開始後３日以内に治療効果を確認し、効果がみられない場合には獣医師

の判断に基づき薬剤の変更等を行うこと。 

 

 

写 



   

                        ２９消安第６７０３号 

                        平成３０年３月２６日 

 

関係団体の長（別記１）殿 

 

              農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長        

 

家畜に使用するコリスチン製剤（動物用医薬品）の第二次選択薬への 

位置付けについて（通知） 

 

  動物用医薬品として使用されているコリスチン（以下「コリスチン製剤」と

いう。）については、人の医療分野においても極めて重要な医薬品であり、慎重

使用を徹底し、薬剤耐性菌の出現防止に努めることが必要です。 

このため、「家畜に使用するコリスチン製剤（動物用医薬品）のリスク管理措

置について」（平成 29年９月 20日付け 29消安第 3385号農林水産省消費・安全

局畜水産安全管理課長通知）によりお知らせしたとおり、食品安全委員会の薬

剤耐性菌に関するリスク評価の結果を踏まえ、本年４月１日から、承認事項で

ある適応症が「第一次選択薬が無効の場合の細菌性下痢症」に変更され、第二

次選択薬に位置付けられます。 

つきましては、貴団体関係者に対し、下記について、別添リーフレットも活

用しつつ周知いただくようお願いします。 

 

記 

 

コリスチン製剤は、次のように取り扱うこと。 

１ 第一次選択薬が無効の症例に限り使用すること。 

２ 定められた用法及び用量を厳守すること。 

３ 原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与にと

どめること。 

４ 用法に定められた期間以内の投与であっても、それを反復する投与は避ける

こと。 

５ 投薬開始後３日以内に治療効果を確認し、効果がみられない場合には獣医師

の判断に基づき薬剤の変更等を行うこと。 

 

 

写 







コリスチン製剤（動物用医薬品）は第二次選択薬になります。 

薬剤耐性対策の詳細は、農林水産省HPに掲載しています。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/koukinzai.html 

獣医師の皆様へ 

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 

農林水産省 抗菌性物質 検索 

コリスチン製剤は第二次選択薬として限定的に使用しましょう。 

 コリスチン製剤のリスク管理措置の強化として、これまでに食品

安全委員会が「中等度」と評価した医療上重要度の極めて高いフル

オロキノロン製剤等と同様に、他の抗菌剤が効かなかった場合にの

み使用する第二次選択薬に位置付けられます（平成30年4月１日）。 
 
 コリスチン製剤については、第二次選択薬として、以下の事項に

留意し、慎重使用を徹底し、薬剤耐性菌の出現防止に努めて下さい。 
 

○ 第一次選択薬*が無効の症例に限り使用すること 

○ 薬剤感受性を原則確認し、投与は必要最小限の期間にすること 

○ 定められた用法・用量を厳守すること 

○ 定められた期間内であっても反復投与は避けること 

○ 投薬開始後3日以内に治療効果を確認し、効果がみられない場 

    合は獣医師の判断に基づき薬剤の変更等を行うこと 
 

 *  第一次選択薬としては、牛・豚の「細菌性下痢症」を効能効果として承認されてい
る抗菌剤の中で第二次選択薬とされていない抗菌剤を適切に選択・使用して下さい。 

 

    

  

  

畜産分野ではコリスチンは、動物用医薬品として、豚（４月齢以下）

及び牛（６月齢以下）の細菌性下痢症の治療に使用されています*。 
 
平成２９年１月、食品安全委員会はコリスチンの薬剤耐性菌に関する

食品健康影響評価の結果を公表し、硫酸コリスチンが、家畜に使用さ

れた場合のリスクの程度は「中等度」であり、動物用医薬品としての

使用について、より一層の慎重使用の徹底等のリスク管理措置の強化

が必要と評価されました。 
                           * 飼料添加物としてのコリスチンについては、指定を 

                取消し、使用を禁止します（平成30年7月1日）。 

コリスチンについて 
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